
 

 

 
 

市第５号議案 横浜市営住宅条例の一部改正 

 市第６号議案 横浜市改良住宅条例の一部改正 

 
１ 改正の趣旨 

  建替事業の実施に伴い令和７年度にしゅん工する予定の住宅について、横浜市営住

宅条例の別表に住宅名を追加するとともに、横浜市改良住宅条例の別表に更新住宅と

して住宅名を追加します。 

 

２ 条例に追加する住宅の概要 

尾張屋橋住宅 

  所 在 地：西区西平沼町 29番地の２ 

  構造・階数：鉄筋コンクリート造 地上６階建て１棟 

戸   数：公営住宅（15戸）、更新住宅（30戸） 合計 45戸 

 

３ 建替事業のスケジュール 

   ５年度 ６年度 ７年度 

尾張屋橋住宅 解体工事 建替工事着手 
建替工事完了 
戻り入居 

 

４ 施行日 

 規則で定める日 

 

 

建築・都市整備・道路委員会 

令 和 ７ 年 ５ 月 3 0 日 

建 築 局 
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